
令和 4年度 第 7回男鹿市農業委員会定例総会会議録 

 

１．開会日時   令和 4年 10月 5日 (水) 午前 8時 30分から午後 9時 20分 

２．開催場所   男鹿市役所 ３階第一会議室 

３．出席委員数   （ 1７名） 

.  出席者       （会長） 吉 田 陽 一吉  田  陽  一 

（代理） 戸 部 秀 悦  

（委員） 

1番 鈴 木 和 俊  2番 伊 藤 淑 榮  3番 三 浦 栄 子 

4番 鈴 木 豊 則  5番 伊 藤 世 智 男  6番 佐 藤 洋 介 

7番 清 水 司  8番 高 橋 郁 雄  9番 鈴 木 誠 孝 

10番 目 黒 千 衣 子  11番 三 浦 富 美 男  12番 山 本 義 則 

13番 佐 藤 正 樹  14番 中 田 正 一  15番 武 田 一 雄 

16番 加 藤 和 洋  17番 鈴 木 孫 城    

 

 



４．欠席委員   （ 2名）  

５．農業委員会業務報告（9月分） 

６．議事案件 

議案第 22号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 23号 農用地利用集積計画（案）の諮問に対し審議を求めることについて 

７．その他 

８．農業委員会事務局職員 

事 務 局 長  船 木 聖 徳 

副事務局長  佐 藤 秀 樹 

局 長 補 佐  鈴 木 俊 市 

   

９．会議の概要



事務局長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

本日は、ご多忙のところ、ご出席いただきましてありがとうございました。 

ただ今から、令和 4年度第 7回男鹿市農業委員会定例総会を開会いたしま

す。今回の総会は、議事案件が 2件であります。 

吉田会長から挨拶をお願いいたします。 

 

おはようございます。 

令和 4 年度第 7回定例総会にご出席いただきまして、ありがとうござ

います。稲の刈り取りが順調に進んでいると思われますが、農作業事故

に気を付けてください。 

また、今回は総会終了後に、第 1回農地パトロール推進会議が予定さ

れておりますが、内容はパトロールの日程と班編成でありますので、よ

ろしくお願いします。 

それでは、本日の議案審議をよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

次に、総会の定足数についてであります。本日は、１番鈴木和俊委員、６



 

 

 

 

 

議 長 

 

 

一 同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

番の佐藤洋介委員から欠席の届がありました。出席者は 19 名中 17 名で総会

の定足数に達しております。 

それでは、男鹿市農業委員会規則第 10 条の規定により、会長が議長を務め

ることになっておりますので、議事の進行は吉田会長にお願いいたします。 

 

 男鹿市農業委員会規則第 19 条に規定する議事録署名委員については、ど

うお計らいしたらよろしいでしょうか。 

 

（議長一任の声あり。） 

 

議長一任の声がありますので、議事録署名委員に１５番の武田一雄委員、  

１６番の加藤和洋委員にお願いします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の鈴木局長補佐を指名いたします。 

 

 

 



事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

それでは、9月分の農業委員会業務報告を議題といたします。 

 事務局から報告をお願いいたします。 

 

 9月分の農業委員会業務について報告いたします。 

 （別紙により報告） 

 以上で委員会業務に関する報告を終わります。 

 

ただ今の報告について、何かございませんか。 

 

（「なし」との声あり。） 

 

それでは、今回は報告案件がございませんので、議事案件の審査に入りま

す。 

議案第 22 号、農地法第 3 条の規定による許可申請について議題といたしま

す。 

事務局から説明をお願いいたします。 



 

 

 

 

 

議 長 

 １６番 

事務局 

 

１６番 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議案第 22 号、農地法第 3 条の規定による許可申請について、今回は所有

権移転 1件でございます。 

申請番号 1、土地の所在は福川字起上ケ○番、田 123㎡、譲受人は福川

字起上ケのＡ、譲渡人は福川字福川のＢ、受人の経営規模拡大によるもの

で、対価は無償となっております。 

以上で議案第２２号の説明を終わります。 

 

議案第２２号について質問等ありませんか。 

（ 加藤和洋委員） 対価が無償の理由は何ですか。 

譲受人 A が作業受託を請け負っていた農地であり、この度は譲渡人 Bからの

希望で、今後農地を引き受けることにしたと伺っております。 

（ 加藤和洋委員）  承知しました。 

 

 他にありませんか。 

 



 

議 長 

 

 

 

 

４番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

（「なし」との声あり。） 

 

異議なしとのことなので、議案第２２号は許可相当といたします。 

 

次に、議案第 23 号、農用地利用集積計画（案）の諮問に対し審議を求める

ことについて、議題といたします。 

議事参与案件を先議いたしますので農業委員会法第 31条の規定により 

4番の鈴木豊則委員は退席してください。 

暫時休憩いたします。 

（鈴木豊則委員退席） 

 

再開いたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

申請番号 1、土地の所在は船越字草根○番他 4筆、計 5筆、田 4,900㎡、

譲受人は払戸字小深見の A、譲渡人は神奈川県川崎市のＢ、対価は 10aあ



議 長 

 

 

議 長 

 

 

４番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

たり 100,000円となっております。 

以上で議案第 23号、議事参与案件の説明を終わります。 

 

ただ今の説明について意見等ございませんか。 

 

（「なし」との声あり。） 

異議なしということで本件申請を承認することといたします。 

暫時休憩いたします。 

 

（鈴木豊則委員着席） 

 

再開いたします。 

それでは、次の案件を事務局から説明願います。 

 

議案第 23 号、農用地利用集積計画（案）の諮問に対し審議を求めることに

ついて、男鹿市長より、別紙のとおり農用地利用集積計画（案）の諮問がありま



 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

したので、審議を求めます。 

申請番号２、土地の所在は船越字草根○番他 4筆、計 5筆、田 4,900㎡、

譲受人は払戸字小深見の A、譲渡人は神奈川県川崎市のＢ、対価は 10aあ

たり 100,000円となっております。 

以上で議案第２３号の説明を終わります。 

 

これまでについて、質問等なにかございませんか。 

 

（「なし」との声あり。） 

 

なしとのことですので、議案第 23 号、農用地利用集積計画（案）の諮問に対

し審議を求めることについては、原案どおり承認することに決定いたします。 

 

 本日の議案についてはすべて終了いたしました。 

その他について、何でもよいですので、ありませんか。 

 



 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 冒頭の会長のご挨拶にもありましたとおり、本会終了後、第 1回農地パト

ロール推進会議を予定しておりますので、議題はパトロールの日程と班

編成でありますので、よろしくお願いします。 

 

ほかにありませんか。 

 

ないようですので、以上をもちまして令和４年度第 7 回男鹿市農業委員会定

例総会を閉会いたします。 

 

ありがとうございました。 

 

 



上記会議の顛末を証するため、下記に署名する。 

 

 

令和４年１０月５日 

 

       男鹿市農業委員会 

議 長 
 

吉 田 陽 一 

署 名 委 員 
 

武 田 一 雄 

署 名 委 員 
 

加 藤 和 洋 

書 記 
 

鈴 木 俊 市 

 


